
労使協定セミナー（入門編）

神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課

令和６年１月作成
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資料

【参考資料等掲載箇所】

厚生労働省ＨＰ「派遣労働者の同一労働同一賃金について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

○説明資料 → お手元にご準備ください

・ 説明資料「労使協定セミナー（入門編）」

○参考資料

・ 令和６年度通達

・ 労使協定イメージ （令和５年１月３１日公表版）
・ 確認書のイメージ （令和４年２月２日公表版）
・ 労使協定方式に関するQ＆A（集約版）令和5年１月31日版

・ 過半数代表者の適切な選出手続きを



本日の内容

１ 労使協定の作成方法
２ 過半数代表者の選出手続
３ 労使協定の周知方法

法・・労働者派遣法

則・・労働者派遣法施行規則

通達・・令和６年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

第30条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等

について

要領・・労働者派遣事業関係業務取扱要領（令和５年４月）

Q＆A・・労使協定方式に関するQ＆A 令和5年１月31日版

労使協定（イメージ）・・労働者派遣法第30条の４第１項の規定に基づく労使協定（イメージ）令和5年1月31日公表版
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１ 労使協定の作成方法

（１）労使協定に定めなければならない事項

（２）一般賃金と同等以上となるようにする方法

（３）確認書を作成する場合
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法第３０条の４第１項各号

□ ①対象派遣労働者の範囲

□ 賃金決定方法

□ 一般賃金と同等以上

□ ④賃金改善規定

□ ⑤公正評価規定

□ ⑥賃金以外の待遇決定方法

□ ⑦法第３０条の２第１項の

教育訓練を実施する旨

□ 省令で定める事項

→則第２５条の１０各号

則第２５条の１０各号

□ ⑧有効期間

□ ②対象派遣労働者を一部に限定する

場合はその理由

□ ③特段の事情がない限り、

一の労働契約期間中に

協定対象者であるか否かを

変更しようとしないこと

（１）労使協定に定めなければならない事項

Ⅰ 労働者派遣法、労働者派遣法施行規則で定められている内容

上記の事項を定めたときは、派遣先均等・均衡方式は適用
しない。ただし労使協定で定めた事項を遵守していない場合
又は公正な評価に取り組んでいない場合はこの限りでない。

法第30条の４第1項

後ほど詳しく
ご説明します
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① 対象派遣労働者の範囲

要領第６の５（６）イ

労使協定(イメージ）第１条

職種、労働契約期間（有期、無期）などといった
客観的な基準によらなければならない

（対象となる派遣労働者の範囲）
第１条 本協定は、派遣先でソフトウェア作成の業務に従事する従業員
（以下「対象従業員」という。）に適用する。
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② 対象派遣労働者を一部に限定する場合の理由
要領第６の５（６）ヘ（ロ）

労使協定(イメージ）第１条第２項

対象となる派遣労働者の範囲が

労使合意の元で

適正に定められるようにすることを担保するため定めるもの

２ 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、
中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使
協定の対象とする。
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③ 特段の事情がない限り、一の労働契約期間中に協定対象者
であるか否かを変更しようとしないこと

要領第６の５（６）ヘ（ハ）

特段の事情（例）
・対象労働者の範囲が職種で決められており、派遣労働者が職種転換した
・派遣先均等・均衡方式に待遇決定方式を変更しなければ派遣労働者が
希望する就業機会を提供できず、派遣労働者が変更に合意した

労使協定(イメージ）第１条第３項

３ 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情
がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。
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④ 賃金改善規定
要領第６の５（６）ロ（ロ）②

・就業の実態に関する事項（職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他）

の向上があった場合に賃金が改善されること
・どの事項をどのように勘案するかは労使に委ねられる
・具体的な措置の内容の記載が必要
（例）手当の追加支給

新たな派遣就業機会の提供

労使協定(イメージ）第４条第２項

甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容
であったとしても、その経験の蓄積及び能力の向上があると認められた場合
には、基本給額の１～３％の範囲で追加の手当を支払うこととする。
また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、
その能力に応じた派遣就業の機会を提示するものとする。
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【各等級の職務と能力・経験調整指数を対応することに加え、号俸（昇給レン
ジ）により第２号ロ「職務内容等の向上があった場合の賃金の改善」に対応す
る場合の記載例】
２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容
であったとしても、その経験の蓄積及び能力の向上があると認められた場合に
は、昇給は勤務成績等に応じて1号俸から５号俸までの範囲内で決定するものと
する。

【「職務内容等の向上があった場合により高度な業務に係る派遣就業機会を提
供」の場合の記載例】
２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、より高い等級の
職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業
機会を提示するものとする。ただし、これに相当する機会を提示できないとき
は、同勤務評価の結果に応じて、基本給額の１～３％の範囲で追加の手当を支
払うこととする。

※ 上記の他にも様々な方法が考えられる。
労使協定(イメージ）第４条第２項
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⑤ 公正評価規定
要領第６の５（６）ハ

・賃金の改善に反映されるよう、就業の実態に関する事項を公正に

評価される旨を定める

・職務の内容等に密接に関連する賃金が対象

・評価の具体的な方法については、公正さを担保する工夫が必要
（例）・キャリアマップを整備し、一定期間ごとに能力評価して

当てはめを行う

・派遣労働者との面談で成果目標を設定し、
一定期間後に達成状況について改めて面談を行い評価決定

・一定の要件を満たせば必ず支払われる賃金については
当該一定の要件をもって公正さが担保されているものと評価されうる
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労使協定(イメージ）第５条第１項乃至第３項

【職務の内容に密接に関連して支払われるもののうち、一定の要件の下で必ず支払わ
れることとして就業規則等に定められている手当の場合の記載例】
３ ○○手当は、○○人材サービス株式会社社員就業規則○条に基づき支給するもの
とする。

第５条 基本給の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価は公正に評価する
こととし、その方法は○○人材サービス株式会社社員就業規則第○条に定める方法を準用し
、その評価結果に基づき、第４条第２項の追加の手当の範囲を決定する。
２ 賞与の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価は公正に評価することと
し、その方法は○○人材サービス株式会社社員就業規則第○条に定める方法を準用し、その
評価結果に基づき、別表２の備考１のとおり、賞与額を決定する。
３ ○○手当の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価は公正に評価するこ
ととし、その方法は○○人材サービス株式会社社員就業規則第○条に定める方法を準用し、
その評価結果に基づき、別に定める「○○手当支給規程」により支給を決定する。

労使協定(イメージ）第５条第３項
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⑥ 賃金以外の待遇決定方法
要領第６の５（６）ニ

賃金及び派遣先均等・均衡方式となる待遇
（業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練と
給食施設・休憩室・更衣室の利用機会）

以外の待遇については
派遣元の通常の労働者と不合理な差が生じることがないよう定める

労使協定(イメージ）第６条

（賃金以外の待遇）
第６条 教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の賃金以外の待遇につい
ては正社員と同一とし、○○人材サービス株式会社社員就業規則第○条から第○条までの規定
を準用する。

第６条 教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の賃金以外の待遇について
は、正社員に適用される○○人材サービス株式会社〇〇就業規則第〇条から〇条までの規定と不
合理な待遇差が生じることとならないものとして、○○人材サービス株式会社〇〇就業規則第○
条から第○条までの規定を適用する。

労使協定(イメージ）第６条
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⑦ 法第３０条の２の教育訓練を実施する旨

要領第６の５（６）ホ

労使協定(イメージ）第７条

教育訓練計画に基づき、段階的かつ体系的に実施されるもので

なければならない

（教育訓練）
第７条 労働者派遣法第30条の２に規定する教育訓練については、労働者派遣
法に基づき別途定める「○○人材サービス株式会社教育訓練実施計画」に従って、
着実に実施する。
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⑧ 有効期間

要領第６の５（６）ヘ（イ）

労使協定(イメージ）第９条

・労使協定の始期と終期を記載する

・２年以内とすることが望ましい

（有効期間）
第９条 本協定の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までの
○年間とする。
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通達第４の１ 基本給・賞与・手当等

（１）職種別の基準値

□ 協定対象者が従事する業務と

最も近いと考えられるものを選択

□ 賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計を

使い分ける場合はその理由

□ 「「大分類」と「当該大分類内の中分類又は小分類」」

又は「「中分類」と「当該中分類内の小分類」」

を使い分ける場合はその理由

（２）能力・経験調整指数

□ 派遣労働者の能力・経験と

能力・経験調整指数の対応関係

（３）地域指数

□ 派遣先事業所所在地を含む指数を選択

□ 都道府県の指数及び公共職業安定業務統計の

指数を使い分ける場合にはその理由

通達第４の２ 通勤手当

（１）実費支給により同等以上を確保する場合

□ 実費相当額を支給する旨

□ 上限額がある場合は上限額の時給換算額

（２）一般通勤手当と同等以上を確保する場合

□ 一般通勤手当の額及びそれと同等以上を

支払うことがわかる内容

通達第４の３ 退職金

（１）退職金手当制度で比較する場合

□ 一般退職金及びそれと同等以上である

協定対象者を対象とする退職金制度

（２）退職金前払いの方法で比較する場合

□ 一般退職金及びそれと同等以上の額を

協定対象者に支払うことが分かる内容

（３）中小企業退職金共済制度等に加入する場合

□ 協定対象者が中小企業退職金共済制度等に加入する旨

Ⅱ 通達で定められている内容



派遣労働者の賃金 ≧ 一般賃金（世の中一般の、同じ地域で

同種の業務を行う

同程度の能力・経験を持つ人の賃金）

基本給・賞与等 通勤手当 退職金

に分けてそれぞれ比較

17

（２）一般賃金と同等以上となるようにする方法
根拠：通達（及びQ＆A）



Ⅰ 基本給・賞与等（諸手当含む、時間外・深夜・休日勤務手当含まず）

比較対象となる一般基本給・賞与等は

①職種別の基準値 ×②能力・経験調整指数 ×③地域指数により算出

①×②の額は、通達の別添１「賃金構造基本統計調査」

又は別添２「職業安定業務統計」より選択
③は、派遣先事業所所在地の指数を

通達の別添３から選択

（都道府県別、公共職業安定所管轄
地域別の2種類あり）

賃金構造基本統計調査
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※職種選択に当たっては、厚生労働省HP（前掲）に掲載されている
職業分類の解説を参照

基準値
（０年）

基準値に能力・経験調整指数を乗じた額

1年 2年 3年 5年 10年 20年

1104 ソ
フトウェ
ア作成者

1,377 1,585 1,738 1,764 1,858 2,044 2,521

都道府県地域指数
（％）

神奈川 109.6



労使協定(イメージ）第３条、別表１

前ページの
数値を
転記
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（賃金の決定方法）
第３条 対象従業員の基本給、賞与及び○○手当の比較対象となる「同種の
業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条
件を満たした別表１の「２」のとおりとする。

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値
０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

１
ソフト
ウェア
作成者

通達に
定める
賃金構
造基本
統計調
査

1,377 1,585 1,738 1,764 1,858 2,024 2,521

２
地域
調整

神奈川
109.6

1,510 1,738 1,905 1,934 2,037 2,219 2,764

×

別表１ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額
（基本給及び賞与等の関係）

1円未満の
端数切上げ
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・一般基本給・賞与等の算定（＝統計の基準値×地域指数）の結果

統計の基準値０年の数値が最低賃金（地域別又は特定）を下回っている場合

以下①②の方法で一般基本給・賞与等を算出する

①最低賃金（地域別又は特定）を基準値０年の数値とする

②基準値０年とした最低賃金（地域別又は特定）に能力・経験調整指数を乗じる

通達 第２の１（１）②
※５ページ

最低賃金を下回った場合

０年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

100.0 115.1 126.2 128.1 134.9 147.0 183.1
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※地域調整した結果、神奈川の地域別最低賃金額1,112円を下回っているため、太枠の中のとおり、
地域別最低賃金額を基準値（０年）の額とした上で、当該額に能力・経験調整指数を乗じること
により、一般基本給・賞与等の額を算出（１円未満の端数切上げ）。

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 10 年 20 年

１
558 衣服・繊
維製品製造工

通達に定める
賃金構造基本
統計調査

935 1,076 1,180 1,198 1,261 1,374 1,712

２ 地域調整
神奈川
109.6

1,025
(※）

３
基準値（０年）

を地域別最低

賃額とした額

1,112 1,280 1,404 1,425 1,501 1,635 2,037

通達 第２の１（１）② 能力経験調整指数

０年 1年 2年 3年 5年 10年 20年

100.0 115.1 126.2 128.1 134.9 147.0 183.1



協定対象派遣労働者の賃金は、一般基本給・賞与等と同等以上である必要がある

労使協定(イメージ）第４条、別表２

P19の別表１
から転記

協定対象派遣労働者の賃金を時給換算し
一般基本給・賞与等と同等以上であるか
確認する
（計算例）
基本給：
月給÷1年間における月平均所定労働時間
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対象従業員の基本給、賞与及び手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別表２のとおりとす
る。

（一）別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること
（二）別表２の各等級の職務と別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の

額との対応関係は次のとおりとすること
Ａランク：10年
Ｂランク：３年
Ｃランク：０年

等級 職務の内容
基本
給額

賞与
額

手当
額

合計
額

対応する一
般の労働者
の平均的な
賃金の額

対応する
一般の労
働者の能
力・経験

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開
発（AI関係等高度な
プログラム言語を用

いた開発）

2,000
～

320 50 2,370

～
2,219

１０
年

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開
発（Webアプリ作成
等の中程度の難易度

の開発）

1,750
～

270 30 2,050

～ ≧ 1,934 ３年

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開
発（Excelのマクロ等、
簡易なプログラム言
語を用いた開発）

1,400
～

220 20 1,640

～ 1,510 ０年

別表２ 対象従業員の基本給、賞与及び手当の額

1円未満の端数切捨て
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・賞与、手当等は
「個々の労働者に実際支給される額」のほか、
「直近事業年度で協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」
「協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額」
「標準的な協定対象派遣労働者に支給される額」等を
労使で選択することも可能

・全員に支払われる手当でなくても、手当額に含めることが可能

・固定残業代は、基本的には協定対象派遣労働者の賃金に含めることが
適当ではないが、
直近の事業年度において実際の時間外労働等に係る手当を超えて
支払われたものについては含めることができる
（Q＆A 問２ー１７）



Ⅱ 通勤手当

選択肢１又は２のいずれかを労使の話し合いで選択

１ 実費支給

２ 通達で示される

一般の労働者の通勤手当相当額と同等以上とする

（令和６年度は、１時間あたり７２円）

24
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労使協定(イメージ）第４条

（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従っ
て、通勤に要する実費に相当する額を支給する。

【通勤手当に上限額がある場合の記載例】
（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従っ
て、月額○円（時給換算額○円）までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額
を支給する。

労使協定(イメージ）第４条
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一般基本給・賞与等に
通勤手当相当額
（令和６年度は72円）を上乗せし、
協定対象派遣労働者の賃金
（基本給・賞与・手当等＋通勤手当）を
その額と同等以上とする

3条（一）～（三） （略）
（四）通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的

な賃金の額」については、通達の第３の４に定める合算により比較する方法と
し、当該額を7２円（時給換算額）とする。

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年
１０
年

２０
年

１
ソフト
ウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,377 1,585 1,738 1,764 1,858 2,024 2,521

２
地域調整 神奈川

109.6
1,510 1,738 1,905 1,934 2,037 2,219 2,764

３
通勤手当（72円）

上乗せ後
1,582 1,810 1,977 2,006 2,109 2,291 2,836 別表２に転記

合算方式（一般基本給・賞与等＋一般通勤手当）



Ⅲ 退職金

選択肢１～３のいずれかを労使の話し合いで選択し、

一般退職金と同等以上であることを確認することが必要

１ 退職金制度に基づいて退職金を支給する方法（退職金制度の方法）

２ 一般の労働者の退職金に相当する額と同等以上を確保する方法

（退職金前払いの方法）

３ 中小企業退職金共済制度や確定拠出年金などに加入する方法

（中小企業退職金共済制度などへの加入の方法）

27



選択肢１ 退職金制度の方法

通達 第２の３（１）

28

３退職金一般賃金のうち退職金（以下「一般退職金」という。）
については、以下の（１）、（２）又は（３）から労使で選択する
ものとする。なお、一つの労使協定において、労働者の区分ごとに
（１）から（３）までを選択することも可能である。
（１）退職手当制度で比較する場合
協定対象派遣労働者と一般の労働者の退職手当制度を比較する場合、
一般退職金は、退職手当制度がある企業の割合、退職手当の受給に
必要な所要年数、退職手当の支給月数及び退職手当の支給金額を示
した別添４により一般の労働者の退職手当制度として設定したもの
とする.



通達 別添４

29

退職手当の受給に必要な
所要年数

退職手当の
支給月数

退職手当制度がある企業の割合

８０．５％（平成 30 年就労条件総合調査（厚生労働省））
８９．８％【退職一時金制度】（令和３年賃金事情等総合調査（中央労働委員会））
９７．０％【退職年金制度】（令和３年賃金事情等総合調査（中央労働委員会））
９２．３％（令和３年民間企業退職給付調査（人事院））
７１．５％（令和４年中小企業の賃金・退職金事情（東京都））

退職事由
１年
未満

１年 ２年 ３年 ４年
５年
以上

無回答

会社都合 9.3 24.7 9.1 32.4 1.3 6.0 17.3

自己都合 2.5 18.0 11.2 51.5 1.6 8.9 6.4

退職一時金受給のための最低勤続年数（調査産業計） （％）

令和４年中小企業の賃金・退職金事情（東京都）

勤続年数
高校卒

(自己都合）
高校卒

(会社都合）
勤続年数

高専・短大卒
(自己都合）

高専・短大卒
(会社都合）

勤続年数
大学卒

(自己都合）
大学卒

(会社都合）

１ 0.3 0.5 １ 0.4 0.5 １ 0.4 0.6

３ 1.0 1.4 ３ 1.0 1.4 ３ 1.0 1.5

５ 1.7 2.4 ５ 1.7 2.3 ５ 1.9 2.5
10 3.8 5.1 10 3.9 5.1 10 4.1 5.4

15 6.5 8.2 15 6.5 8.1 15 6.8 8.5
20 9.4 11.4 20 9.4 11.1 20 9.8 11.8

25 12.4 14.6 25 12.3 14.3 25 12.8 15.1

30 15.4 17.5 30 15.1 17.3 30 15.8 18.3
35 18.0 20.3 35 17.8 20.2 33 18.0 20.3
37 19.5 22.3 定年 — 22.1 定年 — 22.8

定年 — 23.2

モデル退職金（調査産業計） （月）

令和４年中小企業の賃金・退職金事情（東京都）



労使協定(イメージ）第４条、別表３

×
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（五）退職手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、対象従業員の退職手当の比較対象となる「同
種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次に掲げる条件を満たした別表３のとおりと
する。

①退職手当の受給に必要な最低勤続年数：
通達別添４に定める「令和４年中小企業の賃金・退職金事情」 東京都 ）の「退職一時金受給のための最低
勤続年数」において、最も回答割合の高かったもの（自己都合退職及び会社都合退職のいずれも３年）

②退職時の勤続年数ごと（３年、５年、 10 年、 15 年、 20 年、 25 年、 30 年、 3 3 年 、定年）の支給
月数

「令和４年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都の大学卒の場合の支給率（月数）に、同調査において退
職手当制度があると回答した企業の割合を乗じた数値として通達に定めるもの

勤続年数 ３年 ５年 10年 15年 20年 25年 30年 33年

支給率
（月数）

自己都
合退職

0.7 1.3 2.9 4.8 7.0 9.1 11.2 12.8

会社都
合退職

1.0 1.7 3.8 6.0 8.4 10.7 13.0 14.5

別表３ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（退職手当の関係）

通達別添４から、一般退職金を設定する
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労使協定(イメージ）別表４

一般退職金と
自社の退職金制度を比較し、
一般退職金と同等以上で
あることを確認する

自社の退職金制度が、一般退職金と同等以上であることを確認

勤続年数

３年
以上
５年
未満

５年
以上
10年
未満

10年
以上
15年
未満

15年以上
25年未満

25年以上
35年未満

支給月
数

自己都
合退職

1.0 3.0 7.0 10.0 16.0

会社都
合退職

2.0 5.0 9.0 12.0 18.0

別表３（再掲）
勤続年数 ３年 ５年 10年 15年 20年 25年 30年 33年

支給率
（月
数）

自己都
合退職

0.7 1.3 2.9 4.8 7.0 9.1 11.2 12.8

会社都
合退職

1.0 1.7 3.8 6.0 8.4 10.7 13.0 14.5

別表４ 対象従業員の退職手当の額

≧

（備考）
１ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、退職手当額は
支給総額を所定内賃金で除して算出することとする。(詳細はQ＆A 問４－５)

２ 退職手当の受給に必要な最低勤続年数は３年とし、退職時の勤続年数が３年未満の場合は支給しない。



選択肢２ 退職金前払の方法

通達第２の３（２）

労使協定（イメージ） 第３条

通達で、
退職給付等の
費用の割合を
確認

32

※ 就業規則上で前払い退職金として支給することが明確になっていない
場合は、合算による方法となる。

【退職金前払いの方法をとる場合の記載例】
（五）① 退職手当については、基本給、賞与及び手当とは分離し、前払い退職金とする。
② 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃
金の額」は、別表１の２に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）とする。

（２）一般の労働者の退職金に相当する額と「同等以上」を確保する場合
一般の労働者の現金給与額に占める退職給付等の費用の割合（以下

この（２）及び（３）において「退職給付等の費用の割合」という。）
を一般基本給・賞与等に乗じた額を一般退職金とし、当該割合を「５％」
とする。当該一般退職金を算出した結果、１円未満の端数が生じた場合に
は、当該端数を切り上げることとする。



合算方式（一般基本給・賞与等＋一般退職金）

労使協定（イメージ） 第３条

一般基本給・賞与等について
定めた別表１に
退職金（５％）上乗せ後の欄
を追加。

協定対象派遣労働者の賃金
（基本給・賞与・手当等＋退職金）が
退職金（５％）上乗せ後の額と
同等以上となるようにする。

→別表２に転記する額は
退職金（５％）上乗せ後の
額となる。
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第３条 （一）～（四） （略）
（五）退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般

の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の第３の４
に定める合算により比較する方法とし、当該額を別表１の
「２」に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上
げ）とする。

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 10年 20年

１
ソフトウェ
ア作成者

通達に定め
る賃金構造
基本統計調
査

1,377 1,585 1,738 1,764 1,858 2,024 2,521

２
地域調整 神奈川

109.6
1,510 1,738 1,905 1,934 2,037 2,219 2,764

３
退職金（５％）
上乗せ後 1,586 1,825 2,001 2,031 2,139 2,330 2,903



選択肢３ 中小企業退職金共済制度などへの加入の方法

労使協定(イメージ）第３条

通達で、
退職給付等の
費用の割合を
確認

通達第２の３（３）

34

【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合の記載例】
（四）退職手当については、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共
済事業本部との間に退職金共済契約を締結するものとする。

なお、掛金月額は別表１の２に定める額の５％の額と同等以上の額の掛金拠出
とし、支給方法などを含む詳細は、○○人材サービス株式会社退職金規程第○条の定
めによるものとする。

※協定対象派遣労働者の一般基本給・賞与等の５％と同等以上
の掛金拠出であればよい（Q＆A 問４－２１）

（３）中小企業退職金共済制度等に加入する場合
退職給付等の費用の割合を一般基本給・賞与等に乗じた額を一般退職金
とし、当該割合を「５％」とする。当該一般退職金を算出した結果、１円
未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り上げることとする。
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【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとることにしているが、一般基本給・賞与等の額の
５％の額とならない場合の記載例】
（四）退職手当については、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との
間に退職金共済契約を締結するものとする。
なお、掛金月額は別表１の２に定める額の４％の額の掛金拠出とし、第３条（五）②に定める「同種
の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」（別表１の２に定める額の５％の額）と掛金の
額（４％）との差額については、退職金前払いの方法により対応するものとし、別表２のとおりとす
る。また、支給方法などを含む詳細は○○人材サービス株式会社退職金規程第○条の定めによるもの
とする。

労使協定（イメージ） 第３条

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

１

ソフトウェ
ア作成者

通達に定め
る賃金構造
基本統計調
査

1,377 1,585 1,738 1,764 1,858 2,024 2,521

２
地域調整 神奈川

109.6
1,510 1,738 1,905 1,934 2,037 2,219 2,764

３
退職金（１％）
上乗せ後

1,526 1,756 1,925 1,954 2,058 2,242 2,792
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通達第３の４

Ⅳ 合算方式

一般賃金 協定対象派遣労働者の賃金

①

「一般基本給・賞与等」
＋「一般通勤手当」（72円）

「基本給・賞与・手当等」
＋「通勤手当」

②

「一般基本給・賞与等」

＋「一般退職金」（５％を一般基本
給・賞与等に乗じた額）

「基本給・賞与・手当等」
＋「退職金」

③

「一般基本給・賞与等」
＋「一般通勤手当」（72円）
＋「一般退職金」（５％を一般基本
給・賞与等に乗じた額）

「基本給・賞与・手当等」

＋「通勤手当」
＋「退職金」
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合算方式（一般基本給・賞与等＋一般退職金＋一般通勤手当）

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

０年 １年 ２年 ３年 ５年 10年 20年

１

ソ フ ト
ウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,377 1,585 1,738 1,764 1,858 2,024 2,521

２
地域調整 神奈川

109.6
1,510 1,738 1,905 1,934 2,037 2,219 2,764

３
退職金（５％）
上乗せ後

1,586 1,825 2,001 2,031 2,139 2,330 2,903

４
通勤手当（72円）

上乗せ後
1,658 1,897 2,073 2,103 2,211 2,402 2,975

【通勤手当及び退職手当を合算する場合の記載例】
第３条 対象従業員の基本給、賞与、○○手当、通勤手当及び退職手当の比較対象となる「同種の業

務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１の
「４」のとおりとする。

（一）～（三） （略）
（四）通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」につい

ては、通達の第３の４に定める合算により比較する方法とし、当該額を7２円（時給換算額）と
する。

（五）退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」につい
ては、通達の第３の４に定める合算により比較する方法とし、当該額を別表１の「２」に定める
額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）とする。



・労使協定の有効期間中に

職種別の基準値や地域指数が変更され、または最低賃金が上昇し、

一般賃金の額が変わった場合（例：有効期間２年、 10月の最低賃金の上昇など）

協定対象派遣労働者の賃金額が一般賃金と同等以上であるか

確認する必要がある

・同等以上であれば、その旨を確認した書面を労使協定に添付する

・同等以上でない場合は

労使協定を締結し直す必要あり 根拠：要領第６の５（６）ヘ（イ）

・労使協定における協定対象派遣労働者の賃金額を変更する場合には

労使協定を締結し直す必要あり 根拠：Q＆A 問１－7

38

（３）確認書を作成する場合
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確認書のイメージ
労使協定における協定対象派遣
労働者の賃金額を変更する場合
には、確認書では足りず、労使
協定を締結し直す必要がある

変更された一般賃
金を算出し

協定対象派遣労働
者の賃金がそれと
同等以上であるか
を確認する



２ 過半数代表者の適切な選出

（１）派遣労働者以外も含む全労働者の過半数代表者

（２）メールなどでの意向確認の際の注意点

40

※詳細は参考資料

「過半数代表者の

適切な選出手続きを」

をご覧ください



× 派遣労働者のみに意向を確認

→ 派遣労働者以外の労働者も含めた全労働者の過半数代表者

41

（１）派遣労働者以外も含む全労働者の過半数代表者



・メールで通知を行い、

そのメールに対する返信のない人を信任したものとみなす方法は

一般的には、労働者の過半数が選任を支持していることが

必ずしも明確にならないものと考えられる

・直接労働者の意見を確認する必要あり

根拠：Q＆A１－１２、１３、１４
（２）メールなどでの意向確認の際の注意点

→適切な手続きを経て選出された過半数代表者と締結された労使協定でなければ

労使協定は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用される

根拠：法第30条の３第１項、第２項
法第30条の４第１項
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３ 労使協定の周知方法
根拠：法第30条の４第２項

則第25条の11
要領第６の５（７）

（１）以下のいずれかの方法で周知をしなければならない

① 書面の交付

② 電子メール等またはFAXによる送信（労働者が希望した場合）

③ イントラネット等で常時確認できるようにする

④ 事業所への掲示または備え付け

（あわせて協定の概要を①または②の方法で周知する）

（２）対象は派遣元が雇用する全ての労働者（派遣労働者に限らない）
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まとめ
１ 労使協定の作成方法

（１）必要な項目は適切に定められているか

※特に多い不備

□ 賃金改善規定（改善しない場合がある）

□ 公正評価規定が全部または一部の賃金にない

（２）一般賃金と同等以上となっているか

※特に多い不備

□ 一般賃金を過去の通達に基づいて算定

□ 端数処理誤り

□ 協定対象者の賃金を算定していない

□ 対応関係を定めていない

□ 退職金について比較を行っていない

（３）確認書

※特に多い不備

□ 一般賃金を下回っているが、確認書の

作成に留めている（労使協定を作成していない）

２ 過半数代表者の選出手続

※特に多い不備

□ 派遣労働者以外も含めた全労働者の

過半数代表になっていない

□ メールの返信がない者を信任と

みなしており、これを除くと

過半数の信任があることが確認できない

３ 労使協定の周知方法

※特に多い不備

□ 事業所への備付しか行っていない

□ 派遣労働者以外に周知していない


